
  

～社会保険庁を廃止・解体し、国民の信頼を得ることのできる新組織を設立～ 
○ 社会保険庁を廃止・解体し、平成２０年１０月、公的年金及び政管健保について、それぞれ新たな運営主体を設立。 

○ 公的年金の運営を担う新組織については、 

①名実ともに新たな国家行政組織として再出発する観点から、現在の「外局」ではなく、厚生労働省の「特別の機関」として「ねんきん事業機構」を設立することとし、

②外部人材の登用による「年金運営会議」及び「特別監査官」といった新しい構造・機能を備えるとともに、 

③１万人程度（常勤約 3,500 人、非常勤約 6,300 人）の人員削減、民間企業的な人事評価制度の導入、地方組織の抜本改革等の構造改革を行うほか、 

④年金受給者や年金保険料負担者等の意向を事業運営に反映させるため、「運営評議会」及び「地域運営評議会」を設ける。 

○ 平成１８年通常国会に「ねんきん事業機構法案」を提出。 
 

社会保険庁改革の在り方 

 

 

 
 
○ 政府管掌健康保険 

 

○ 公的年金（厚生年金・国民年金） 

 

○ 船員保険 

 
○ 保険医療機関の指導監督 等 

 
 

５ 年間で年金福祉施設等を廃止・売却 

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構 

＜平成１７年１０月～＞ 

施設整備事業の廃止 

【厚生労働省の外局】 

保険事業を一体的に運営 

行政事務を実施 

職員約 ２ 万 ９ 千人 
（うち非常勤約 １ 万 ２ 千人） 

 
事業主、被保険者等による自主自律の保険運営 

（都道府県単位の財政運営） 

 
 
平成２４年度までの７年間に、政管健保公法人への移行を含め

● 常勤公務員の２０％以上の純減 
● 常勤及び非常勤あわせて 1万人程度の純減 

 

 
 

・ 
解 体 

廃 止 

 

 

平成２２年度を目途に、一般制度に統合 

 
保険医療機関の指導監督 等 

厚生労働本省（地方厚生局） 

[船員保険]

 
 
 
常勤職員約０．８千人

本省への事務の移管

 
 
非公務員として 

職員約３．５千人 
 
（常勤約２千人、非常勤 
約１．５千人） 

国から分離 

 

 

 

 
 

● システム刷新による
業務の削減 

 

● 市場化テスト等に
よる外部委託の拡大 

 

● ブロック化による
業務の集約化 

約６ ．３ 千人 
の人員削減 

（常勤約１ ．５ 千人、非常勤
約４ ．８ 千人） 

組織のスリム化 

 
 
 

 

【厚生労働省の特別の機関】

ねんきん事業機構 

●新しい構造・機能を備えた組織 

意思決定機能

監 査 機 能

「年金運営会議」の設置 

「特別監査官」の設置 

外部専

門家の

登用 

強制徴収等のための要員強化 

●地方組織の抜本改革 

職員約 １ 万 ８ 千人（うち非常勤約５ 千人） 

都道府県ごとの社会保険事務局を廃止した上で、新たに
ブロック単位の機関として「地方年金局」を設置し、そ
の下に「年金事務所」を配置 

業務執行機能 民間企業・他省庁の専門人材の受入れ

社会保険庁 全国健康保険協会 
 

 

 

民
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等
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採 用 
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